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分野 1　情報格差の解消
本市では、市民が健康で安心・安全な生活を送れるように様々な行政サービスを提供し

ています。しかし、外国人市民＊が日本語をあまり理解できない場合、生活に必要な情報
を得られず十分な行政サービスを受けられないことがあります。

こうした情報格差を解消するために、外国人市民に対しては日本語習得を促すとともに
情報を翻訳して発信する配慮が必要となります。生活に関する情報格差を解消することは、
外国人市民の安心・安全な生活を支援することにつながります。加えて、日本の制度・慣
習に対する理解にもつながり、文化のちがいにかかわらず、市民同士が助け合い共生して
いくための礎となることも期待できます。

（1）コミュニケーション支援

① 多言語による行政サービスの推進　【重点項目】
外国人市民の中には、日本語や日本の制度、慣習、生活の仕方があまり分からない人も

います。このような外国人市民が日常生活に困らないようにするため、また、地域で安心・
安全な生活を送るため、各種情報を翻訳して提供する必要があります。

本市では行政の発行する文書を、英語、ポルトガル語、ベトナム語を中心に、さらに必
要に応じて中国語、タガログ語＊、インドネシア語、スペイン語に翻訳し、様々な手段で
提供しています。これまで順次、翻訳対応言語を拡大し充実を図ってきました。令和 2 年
に新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施された特別定額給付金の申請書を他
自治体に先駆けて郵送する際にも、独自で申請書の記入例を 6 言語に翻訳し「やさしい日
本語＊」版と共に送付しました。

大府市国際交流協会は、イベント情報や生活に関する重要な情報を掲載した外国人向け
生活情報紙『ほほえみ』を 6 言語（日本語を含む。）で隔月発行しています。

今後も、生活に必要な行政情報の多言語化を推進していく必要があります。

市公式ウェブサイトの中に英語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、タガログ語、イ
ンドネシア語の多言語情報ページを作成し、休日診療当番医の一覧表、ごみ分別と資源回
収の説明ちらし、市循環バス（ふれあいバス）の案内など、特に重要な生活に関する情報
を掲載しています。また、市公式ウェブサイトのリニューアルにより、ふりがなを付ける
ことができるようになりました。さらに、市公式ウェブサイトを多言語に自動翻訳できる
ようにし、利用者の利便性向上を図りました。

引き続き、市公式ウェブサイトを始めとするインターネットによる多言語情報の提供を
充実させることが必要です。

第 2章　現状と課題・施策
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さらに、市庁舎には外国人総合窓口「ウェルサポ＊」（以下「外国人総合窓口」という。）
を開設し、税金、教育、保険、DV など外国人市民からの相談に対応しています。また、転入・
転居などの手続きのために来庁した外国人市民に対して「言語別ポケットブック＊」を始め、
生活に関する重要な情報をまとめた「多言語生活情報セット＊」を配布しています。

大府市国際交流協会は、外国人総合窓口にて外国人市民が生活上の困りごとや分からな
いことを相談できるようにポルトガル語（月 4 〜 8 回）、中国語（月 1 回）、ベトナム語（月
1 回。平成 30 年度まではスペイン語）の外国語相談を受け付けています。英語の相談は
市国際交流員が担当しています。相談員は、窓口で相談に応じるほか、必要に応じて市庁
舎の様々な部署に同行し、通訳を行っています。ポルトガル語の相談窓口は外国人市民へ
の周知が進んでおり、比較的多くの相談が寄せられますが、その他の言語の相談件数はあ
まり多くないのが現状です。

この外国語相談に加えて、テレビ電話通訳システム＊用タブレットを 2 台、携帯型音声
翻訳機＊を 23 台（市庁舎 2 台、保健センター 1 台、保育園（保育課含む。）8 台、小中学
校 12 台）導入し、窓口や保育園、小中学校などで外国人市民からの相談に円滑に対応し
たり周囲とコミュニケーションが取れるよう支援したりしています。こうした機器の導入
により、外国語相談の開設のない日にも、外国人市民に通訳支援サービスを提供できるよ
うになりました。

今後も引き続き、外国人総合窓口での相談受付や多言語情報の提供を行うとともに、テ
レビ電話通訳システムや携帯型音声翻訳機等の活用により、日本語での相談が難しい場合
に外国語で相談できる環境を整備する必要があります。また、外国語相談、テレビ電話通
訳システム、携帯型音声翻訳機について一層周知していく必要があります。

市庁舎や市内の案内表示などの多言語化も進めています。
外国人市民が利用しやすいよう、今後も引き続き市公共施設の看板や案内表示などにつ

いて、多言語などでの表記を推進していく必要があります。

ことばや会話に困難のある方とのコミュニケーションを、絵などを用いて支援すること
を目的に作られたコミュニケーションボード＊は、日本語が十分に理解できない外国人と
日本人が意思疎通を図る上で助けになると思われます。

現状、コミュニケーションボードは未設置のため、市庁舎の窓口などに設置し、活用し
ていく必要があります。

② 日本語学習の支援（小中学校での日本語教育を除く。）【重点項目】
母語＊での情報が外国人市民にとって最も分かりやすいものではありますが、外国人市

民の母語が多様化する中、数多くの生活情報を必要とされる全ての言語に翻訳することは
容易ではありません。一方で、外国人市民が簡単な日本語を理解できるようになれば多く
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の生活情報を得ることができます。
大府市国際交流協会（日曜：月 2 〜 3 回、火曜：月 2 回）と外国人支援団体＊地域多文

化ネット WKY（土曜：月 4 回）の日本語教室が、それぞれ開講されています。いずれの
日本語教室も外国人市民が日本語を学習することのできる貴重な場となっていますが、ボ
ランティアにより運営されており、担い手不足が課題です。また、両教室の参加者のほと
んどは技能実習生を始めとする比較的短期に滞在する外国人市民であり、「永住者」「定住
者」などの在留資格＊を持つ外国人市民の参加は少ないのが現状です。

令和元年度からは、国による日本語教室が愛三文化会館（大府市勤労文化会館）で開講
されています。この日本語教室は、安定的な就労を目指す、比較的長期滞在が見込まれる
在留資格を持つ外国人が対象とされています。

外国人市民が自ら日本語を学び言葉の壁を乗り越えて生活できるよう、今後も日本語教
室の継続的な開催を維持していく必要があります。具体的には、日本語教室の設置のほか、
担い手不足の解消を目的とした日本語教室ボランティアに関心のある方と各日本語教室と
の橋渡しを行うマッチング支援や、日本語教室ボランティアのための研修会の開催などが
挙げられます。また、「永住者」「定住者」などの在留資格を持つ外国人市民に対しても日
本語教室への継続的な参加を呼びかけていく必要があります。

③「やさしい日本語＊」使用の推進
前述のとおり、数多くの生活情報を必要とされる全ての言語に翻訳することは困難です。

一方で、簡単な日本語やひらがなであれば理解できる外国人も少なくありません。「やさし
い日本語」は外国人にとって分かりやすく、外国語を話すことのできない日本人が外国人
とコミュニケーションを取る上で有効な手法のひとつです。本市は「やさしい日本語」に
関する研修を実施したり、国際交流員が職員向けに「やさしい日本語ガイド」を発行した
りすることで「やさしい日本語」使用の啓発に努めています。

今後も「やさしい日本語」の有用性について啓発していく必要があります。
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◇施策目標 1-（1）コミュニケーション支援

施策の方向 具体的施策

①多言語による
　行政サービスの推進

ア　行政文書翻訳
生活に必要な行政文書を多言語に翻訳します。

イ　インターネットによる多言語情報の提供
市公式ウェブサイトへの多言語情報の掲載を行います。

ウ　外国人総合窓口等での多言語支援サービスの提供
外国語相談のほか、テレビ電話通訳システムや携帯型音声翻
訳機等を活用して多言語でのサービス提供を行います。関係
課と連携し有用な情報提供に努めます。

エ　公共施設等の表記の多言語化等の推進
市内の公共施設等の案内表示や看板等について、多言語や「や
さしい日本語」での表記を推進します。

オ　コミュニケーションボードの利用の推進
市役所窓口や市公共施設、店舗等で利用できるようコミュニ
ケーションボードを作成し、利用を推進します。

②日本語学習の支援
（小中学校での日本語教育を
除く。）

ア　日本語教室の開催 ★
外国人市民が日本語を学習する場として、日本語教室の開催
を支援します。教室への継続参加を促すとともに、在留資格

「永住者」や「定住者」等を対象とした日本語教室の開催を
検討します。

③「やさしい日本語」
　使用の推進

ア　「やさしい日本語」使用の啓発
「やさしい日本語」の有用性について啓発します。

★印の施策は、国の「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」に基づく、
地域の状況に応じた日本語教育の推進に関する施策として実施するものです。

重　点　項　目

重　点　項　目
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分野 2　生活全般に関わる支援
日本語が十分に理解できない外国人市民＊が安心・安全な日常生活を送ることができる

よう、住居・労働、医療・保健・福祉、防災・防犯・交通安全など生活全般に関わる各分
野において、翻訳した情報の提供などの支援が必要です。

（1）住居・労働に関する支援

① 住宅情報の提供
本市は、ポルトガル語で市営住宅の情報提供をしています。県営住宅については、パン

フレットの一部がポルトガル語、英語、中国語、スペイン語に翻訳されています。
公営住宅＊は住宅セーフティネット＊のひとつであるため、今後も外国人市民に対して住

宅情報や住居に関する支援情報の提供を続けていく必要があります。

② 雇用と労働環境の保全
雇用や労働に関する外国人市民からの相談については、外国人総合窓口「ウェルサポ＊」

で対応しており、必要に応じて外部の相談窓口にもつないでいます。外国人労働者相談コー
ナー（通訳）の設置された労働局や労働基準監督署、専門援助部門のある職業安定所（ハロー
ワーク）など、適切な相談先を案内しています。

このように外部の相談窓口と連携して対応する体制の構築を図るため、本市は刈谷職業
安定所の主催する外国人就業支援事業連絡会議に参加しています。また、外国人市民を比
較的多く雇用する市内の事業者とも適宜情報交換を行っています。

引き続き、雇用や労働に関する外国人市民からの相談を受け付けるとともに、相談内容
に応じた適切な相談窓口を案内できるよう、専門機関との連携体制の構築を続けていく必
要があります。また、市内の事業者との情報交換を行い、当該事業者や外国人市民に対し
て労働に関する情報提供を行うことも必要です。

◇施策目標 2-（1）住居・労働に関する支援

施策の方向 具体的施策

①住宅情報の提供

ア　住宅情報の提供
外国人市民に市営住宅・県営住宅等の情報を提供します。

イ　住居に関する支援情報の提供
住居に関する各種支援の情報を提供します。

②雇用と労働環境の保全

ア　就労、労働問題に関する相談の受付
就労や労働に関する相談を受け付けます。

イ　就労、労働問題に関する専門機関との連携
相談に対し専門機関と連携できるよう体制を整えます。
必要に応じて事業者や外国人市民へ情報提供します。
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（2）医療・保健・福祉に関する支援

① 健康づくりの支援
本市では、休日診療当番医の一覧表を英語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語、タガ

ログ語＊に、保健センターの年間行事予定表を英語、ポルトガル語、ベトナム語にそれぞ
れ翻訳して市公式ウェブサイトの多言語情報ページに掲載しています。市内病院の一覧表
は市公式ウェブサイトに掲載するとともに「多言語生活情報セット＊」として配布してい
ます。

愛知県内では、あいち医療通訳システム「AiMIS ＊」の運用が平成 24 年度から始まって
おり、機会を捉えてこのシステムについて外国人市民へ周知しています。

今後も引き続き、健康づくりに関する情報を多言語で提供するとともに、愛知県と連携
しながらあいち医療通訳システムの外国人市民への周知を図っていく必要があります。

② 福祉や子育て支援サービスの利用支援
福祉や子育て支援サービスに関する情報についても、適宜翻訳しています。これらの情

報は日常生活に深く関わるため、引き続き精力的に翻訳を進めていく必要があります。ま
た、保育園の入所案内を始めとする子育てに関する重要な情報は市公式ウェブサイトでも
掲載しており、多言語に自動翻訳できるようになっているため、市の情報提供のツールに
ついて周知していく必要があります。

福祉や子育てに関する外国人市民からの相談は、外国人総合窓口でも受け付けています。
引き続き、高齢、障がい、出産、育児など福祉や子育て支援サービスに関する相談を受け
付けるとともに、相談内容に応じた適切な相談窓口を案内できるよう、専門機関との連携
体制を構築していくことが必要です。

さらに、将来的に外国人市民の高齢化が進んでいくことが予測されるため、日本語が十
分に理解できない高齢者の増加に備え、介護サービスなどの利用について相談できる体制
を整えていく必要があります。
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◇施策目標 2-（2）医療・保健・福祉に関する支援

施策の方向 具体的施策

①健康づくりの支援

ア　行政文書翻訳【再掲】
保健に関する情報を多言語に翻訳します。

イ　インターネットによる多言語情報の提供【再掲】
市公式ウェブサイトへの多言語情報の掲載を行います。

ウ　「あいち医療通訳システム」の周知
外国人市民に対し、当該システムの周知を図ります。

②福祉や子育て支援
　サービスの利用支援

ア　行政文書翻訳【再掲】
福祉や子育て支援サービスに関する情報を翻訳します。

イ　インターネットによる多言語情報の提供【再掲】
市公式ウェブサイトへの多言語情報の掲載を行います。

ウ　福祉、子育てに関する相談の受付
福祉や子育てに関する相談を受け付けます。

エ　福祉、子育て支援に関する専門機関との連携
相談に対し専門機関と連携できるよう体制を整えます。

オ　介護サービス利用の支援
外国人市民が介護サービスを利用できるよう、必要に応じて
相談窓口を設置するとともに、言語的支援を行います。



- 19 -

（3）防災・防犯・交通安全に関する支援

① 外国人市民とともに進める防災　【重点項目】
災害の被害を最小限に抑えるためには日常的な災害への備えが重要です。外国人市民は

「大府市地域防災計画＊」によって災害時に支援を必要とする要配慮者として位置付けられ
ています。一方で、高齢者の比率が比較的少ない外国人市民には、大きな災害の発生時に
は自分の身を守るとともに可能な範囲で周囲の人を助ける役割を担ってもらうことも期待
されます。いざというときに自助・共助の担い手となってもらうためには、災害や防災に
ついての知識・情報を身につけてもらうことが重要です。

本市では、「大府市防災ガイドブック＊」を英語、ポルトガル語、ベトナム語、中国語で
作成し、外国人総合窓口で配布しています。

今後も引き続き、配布を続けていく必要があります。

毎年、大府市防火危険物安全協会が「外国人のための防災講座」として、座学のほか、
地震体験や消火器、AED の使用方法を学ぶ機会を提供しています。この講座は、平成 16
年度から開催しており、外国人市民を災害弱者としてのみ捉えるのではなく、助ける側に
なってもらうことも意識して実施されています。

今後も、外国人市民に勉強や訓練の機会を提供して防災意識を高めてもらう必要があり
ます。

「大府市防災ガイドブック」は、市公式ウェブサイトからも閲覧できます。また、災害時
の緊急情報を市公式ウェブサイトや市公式ツイッターを用いて提供しています。

情報を元に外国人市民が迅速に避難できるよう、こうしたツールを外国人市民に十分周
知していく必要があります。加えて、フェイスブックなどの SNS への防災情報の掲載を検
討していきます。

大きな災害の発生時は、多くの外国人市民が市内の避難所に避難することが想定されま
す。日本語が十分に理解できない外国人市民にも分かりやすいように、各避難所でピクト
グラム＊が用いられています。

このピクトグラムが適切に活用されるよう、避難所運営訓練等での周知が必要です。ま
た、発災時に備えて「多言語情報翻訳システム＊」や「災害時多言語表示シート＊」、携帯
型音声翻訳機等のコミュニケーションツールの確保も必要です。愛知県や愛知県国際交流
協会の情報も活用しながら、市内事業者とも連携しつつ、当事者である外国人市民ととも
に大きな災害への備えを進める必要があります。
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② 防犯や交通安全の意識啓発
本市では不審者に関する情報が小中学校のメールマガジンで配信されています。
このメールマガジンを多言語化する、あるいは多言語に容易に翻訳できるツールを使う

など、外国人市民にとってより分かりやすいものとなるような工夫について、検討を進め
ていく必要があります。

日本の交通安全に関するルールやマナーを学ぶことは、自動車や自転車を運転する外国
人市民が自らと周囲の安全を守るために重要です。また、万が一の事故の際は高額な賠償
責任を負うこともあるため、保険への加入を推奨していく必要があります。自転車の交通
マナー啓発ちらしを作成し、言語別ポケットブック＊にも交通安全啓発について掲載して
います。

引き続き、交通安全や保険加入の必要性について、啓発を図る必要があります。

◇施策目標 2-（3）防災・防犯・交通安全に関する支援

施策の方向 具体的施策

①外国人市民とともに
　進める防災

ア　多言語防災ガイドブックの作成
防災ガイドブックを多言語で作成します。

イ　防災学習機会の提供
外国人市民が防災について学ぶ機会を提供します。

ウ　インターネットによる多言語情報の提供【再掲】
緊急情報を配信するツイッターについて周知します。市公式
ウェブサイト、フェイスブック等のSNSに情報を掲載します。

エ　災害時のコミュニケーションツールの確保
避難所等で日本語が十分に理解できない外国人市民とコミュ
ニケーションが取れるよう環境を整えます。

②防犯や交通安全の
　意識啓発

ア　インターネットによる緊急情報の発信
不審者情報等の緊急性の高い情報について、利用者が多言語
で情報を得ることができるようにします。

イ　交通安全に関する情報の提供
外国人市民に対し、交通安全に関する情報を提供します。

重　点　項　目
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分野 3　子どもたちの教育支援
次代を担う子どもたちには、国籍や母語＊を問わず十分な教育が受けられる環境を整え

る必要があります。
外国人児童生徒＊が日本人の児童生徒と等しく学校に通い、日本語や教科を学び、将来

の自立に向け主体的に進路を決定し歩んでいけるよう、支援が必要です。

（1）学校に通うための支援

① 就学への支援
外国籍の子どもたちは義務教育の対象とはなっていません。しかしながら本市では就学

時健康診断の際に市立小学校、外国人学校、私立小学校などへの就学の意向確認を行って
います。いずれの学校にも就学する意向が確認できない子どもの保護者に対しては、家庭
訪問などにより市立小学校への就学を促しています。

学齢期の子どもたちが学校で教育を受けられるよう、引き続き、就学の確認を行う必要
があります。外国人総合窓口「ウェルサポ＊」も活用し、就学確認に努めます。

また、日本語が十分に理解できない小学校入学前の子どもを持つ保護者へ、多言語や「や
さしい日本語＊」で小学校に関する情報提供を行っています。

この取組は、不就学＊を防止するとともに就学前の疑問や不安を抱えた保護者と子ども
を支援することにもつながるため、引き続き、情報を提供していく必要があります。

② 学校で困らないための支援　【重点項目】
各小中学校において日本語指導が必要な児童生徒＊が一定数を超えた場合、愛知県教育

委員会より日本語指導担当教諭＊が配置されます。この教諭が中心となり、対象児を別教
室で指導する取り出し指導や、在籍学級で対象児に付き添う入り込み指導を行っています。
このような教諭の配置がない場合は既存の体制で対応することになり、各校の教諭が兼務
して取り出し指導などに対応しています。外国人支援団体＊クリアンサの会は日本語指導
ボランティアとして小学校の取り出し指導や入り込み指導のサポートを行っています。

取り出し指導や入り込み指導は日本語指導が必要な児童生徒にとって大きな助けになっ
ているものの、取り出し指導のできる時間は限られているため、集中して日本語を学習で
きる環境が十分ではありません。当該児童生徒の日本語の習得度合いによっては教諭や本
人の負担が大きくなっている現状があります。

日本語指導が必要な児童生徒に対し日本語初期指導＊の時間を設けることで、集中して
日本語を学ぶことのできる環境を整えていく必要があります。また、外国人市民＊の子ど
もたちが小学校で戸惑うことなく早期に学校生活に適応できるよう、就学前児＊への支援
の方法についても検討が必要です。また、日本語指導担当教諭の配置の充実も求められま
す。
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さらに、母語による外国人児童生徒への支援のため、本市独自に日本語と外国語を話す
ことのできる日本語・母語指導員の派遣を行っています。日本語・母語指導員は取り出し
指導のサポートを行うほか、学校生活や行事などについて外国人児童生徒や保護者に母語
で説明したり、必要に応じて家庭訪問に同行したりしています。

このように日本語・母語指導員は、外国人児童生徒とその保護者を支え、学校との架け
橋となる役割を担っており、引き続き、派遣を続ける必要があります。

本市では、入学説明会や放課後クラブ入所案内などの学校関連の説明資料のほか、学校
便り等の小中学校から保護者に発信する文書の翻訳を行っています。

今後も日本語が十分に理解できない保護者のサポートのため、必要に応じて翻訳を行う
必要があります。また、自動翻訳の機能を備えたフェイスブックなどの SNS を活用した情
報提供についても検討していきます。

また、小中学校には全 12 台の携帯型音声翻訳機＊を導入しています。
導入された翻訳機を日本語指導が必要な児童生徒や日本語が十分に理解できない保護者

とのコミュニケーションツールのひとつとして活用し、相互理解を図っていく必要があり
ます。
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◇施策目標 3-（1）学校に通うための支援

施策の方向 具体的施策

①就学への支援

ア　就学時健康診断案内の送付と就学確認 ★
就学時健康診断案内の送付と就学の確認を行います。

イ　不就学児家庭訪問 ★
市内の小学校に通っていない外国人児童のうち、他の学校へ
の通学が確認できない子どもについて家庭訪問を行います。

ウ　就学前児を持つ保護者への情報の提供 ★
就学を控えた子どもの保護者に対し、小学校生活に関する情
報を提供します。

②学校で困らないための
　支援

ア　外国人児童生徒の日本語学習の支援 ★
外国人児童生徒に対して日本語初期指導を実施します。また、
就学前児に対する支援についても検討します。

イ　日本語指導担当教諭の配置の充実 ★
日本語指導担当教諭の配置の充実を図ります。

ウ　日本語・母語指導員の派遣 ★
日本語・母語指導員を各小中学校に派遣します。

エ　「学校便り」等の翻訳
必要に応じて、学校から家庭への文書の翻訳を行います。
自動翻訳の機能を備えた SNS の活用についても検討します。

オ　翻訳機の配備
外国人児童生徒やその保護者とのコミュニケーションツール
として、携帯型音声翻訳機を活用します。

★印の施策は、国の「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」に基づく、
地域の状況に応じた日本語教育の推進に関する施策として実施するものです。

重　点　項　目
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（2）外国人児童生徒が将来自立するための支援

① 学校外での学習支援
学校外での学習支援教室は、外国人児童生徒の日本語能力や学力の向上に加えて、居場

所や仲間づくりの機会が増えるという意味でも大変意義深い場であると言えます。本市で
は、市内中学生を対象とした学習支援事業「まなポート」が市内公民館 4 館で開講されて
います。また、外国人支援団体クリアンサの会及び地域多文化ネット WKY による外国人
児童生徒を対象とした学習支援教室も実施されています。

今後もこうした学校外での学習支援教室が継続的かつ安定的に実施されるよう支援して
いく必要があります。また、当該教室の情報を外国人児童生徒に提供することで参加を促
進していく必要があります。

② 高校、大学等進学への支援
外国人児童生徒の保護者の中には、日本の高校や大学等への進学の仕組みについてあま

り詳しくない保護者もいます。中学校では生徒やその保護者に対して進路説明会を行って
いますが、外国人支援団体地域多文化ネット WKY も外国人児童生徒と保護者向けの進路
説明会を開催しています。

外国人児童生徒が日本の進学の仕組みを十分に理解した上で、将来の自立に向けて主体
的に進路を決定し未来に向けて歩んでいけるよう、彼らとその保護者に対し進学の仕組み
などの進路に関する情報提供を行う必要があります。

◇施策目標 3-（2）外国人児童生徒が将来自立するための支援

施策の方向 具体的施策

①学校外での学習支援

ア　外国人児童生徒を対象とした教室の開催支援
外国人児童生徒が参加可能な教室の開催を支援します。

イ　多様な学習の場の情報提供
学習支援情報を外国人児童生徒に提供します。

②高校、大学等進学への
　支援

ア　進路に関する情報の提供 ★
外国人児童生徒及びその保護者に対し、日本の進学の仕組み
について、情報提供を行います。

★印の施策は、国の「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」に基づく、
地域の状況に応じた日本語教育の推進に関する施策として実施するものです。
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分野 4　多文化共生の地域づくり
日本で暮らす外国人と日本人の間には「言葉の壁」「制度の壁」「心の壁」という 3 つの

壁があると言われています。「言葉の壁」は日本語を十分理解できないことによる壁、「制
度の壁」は日本で暮らす上で重要な制度があることを知らない、理解できていないことに
よる壁、「心の壁」は国籍、文化、慣習などのちがいから双方が積極的な関わりを避けて
しまったり誤解が生じたりすることによる壁です。中でも外国人市民＊が地域で暮らして
いく上で大きな障壁となりやすいのが「心の壁」であり、多文化共生社会実現のためには、
この障壁を相互に少しずつでも払拭していくための取組が必要です。
「心の壁」を取り除くには、交流を通じてお互いに相手の文化や慣習、置かれている立場

や抱えている問題などを知り、相互に理解し合うことが有効であると思われます。

（1）連携と協働による意識づくり

① 多文化共生意識の醸成
本市では、多文化共生意識を醸成する一助となる様々なイベントや講座が実施されてい

ます。大府市国際交流協会は、外国料理交流会や国際交流デーなどを通じて外国人市民と
日本人市民の交流の場を提供しています。市内公民館や石ヶ瀬会館などでは、外国の文化
を知る講座や国際交流員による国際理解講座が実施されており、日本人市民が外国の文化
や慣習を学ぶ場となっています。

また、本市は大府東高等学校とエルウッド・カレッジが姉妹校提携を結んだことを契機
にオーストラリアのビクトリア州ポート・フィリップ市と姉妹都市提携を結び、職員交換
派遣事業や姉妹都市提携周年記念事業などの各種交流事業を実施してきました。現在は、
大府東高等学校とエルウッド・カレッジ、石ヶ瀬小学校とセント・キルダ小学校の姉妹校
交流、中学校の代表生徒を派遣する中学生海外派遣事業など主に教育分野での交流が主と
なっています。さらに、大府高等学校とウィンザー・セカンダリー・スクールとの交流をきっ
かけとしてカナダのノース・バンクーバー地区とのつながりが生まれ、交流に向けた調整
を進めています。姉妹都市交流事業は外国文化を体験し外国人と直接交流する機会として
有益であり、国際的な視野を持った人材の育成に貢献しています。

広報おおぶには国際交流員のコーナーを設け、国際交流や多文化共生に関するコラムを
掲載して多文化共生意識を高めるための啓発を行っています。

イベントなどで直接交流する経験や世界各国の多様な文化を体験し学ぶ経験はお互いを
理解する第一歩と言えるため、これらの事業を継続的に実施する必要があります。

今後も引き続き、姉妹都市交流を推進するとともに、様々な縁を通じた新たなまちとの
交流についても検討していきます。姉妹都市交流の成果をより多くの市民に広く還元する
ことのできる交流の形を検討していくことが必要です。
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② 外国人支援団体の支援
大府市国際交流協会は、外国人市民の支援だけでなく外国人市民と日本人市民の橋渡し

を行い、多文化共生意識を醸成する旗振り役としても重要な役割を果たしています。
本市は引き続き、大府市国際交流協会の活動に対し支援を行います。
このほかにも外国人支援団体＊のクリアンサの会や地域多文化ネット WKY が外国人市民

のために活動しています。
ボランティア不足が各団体の共通課題のひとつであり、ボランティアの育成やマッチン

グ支援をしていく必要があります。また、外国人市民に対して各団体の活動情報を提供す
るとともに、小中学校との橋渡しを行うなど、各団体による支援策がより多くの外国人市
民に届くよう支援を行う必要があります。

◇施策目標 4-（1）連携と協働による意識づくり

施策の方向 具体的施策

①多文化共生意識の醸成

ア　大府市国際交流協会の活動の支援
大府市国際交流協会が行う多文化共生意識の醸成のための事
業について、支援を行います。

イ　公民館や石ヶ瀬会館における講座等の実施
多文化共生に関する講座等を実施します。

ウ　中学生海外派遣事業
市内中学生を海外に派遣します。

エ　姉妹都市交流
姉妹都市との交流事業を実施します。

オ　国際交流員による国際理解講座の実施
保育園等で国際理解講座を実施します。

カ　多文化共生意識を醸成するための啓発の実施
広報おおぶや市公式ウェブサイト等を通じて、多文化共生に
関する情報発信を行います。

②外国人支援団体の支援

ア　大府市国際交流協会の活動の支援【再掲】★
事業内容について検討しながら、予算の範囲内で大府市国際
交流協会の活動に対し、補助を行います。

イ　外国人支援団体の活動の支援 ★
外国人市民や支援者に対し、外国人支援団体の活動情報を提
供します。必要に応じて、小中学校との橋渡しを行います。

★印の施策は、国の「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」に基づく、
地域の状況に応じた日本語教育の推進に関する施策として実施するものです。
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（2）地域活動への参画と相互理解の促進

① 地域活動の情報提供
本市では、自治会が日々の生活を送る中で起こる災害、住環境、防犯、交通、福祉など

の分野における課題の解決に向けて様々な活動を展開し、地域住民が安心して暮らせるま
ちづくりに向けた取組を行っています。また、自治会への加入案内を翻訳し、外国人総合
窓口＊で配布しています。

引き続き、自治会への加入を呼びかけ、地域活動への参加を促進していきます。

② 地域における多文化共生のための支援　【重点項目】
外国人市民が増加し多国籍化する中、外国人市民を受け入れる地域への支援も必要です。

時には、外国人市民が日常生活のルールを守っていないという地域からの相談が寄せられ
ることがあります。「言葉の壁」や「制度の壁」により一部の外国人市民がルールや文化、
慣習について知らない、十分に理解できていないことが一因と思われます。

自治区などの地域が発信する情報を翻訳することで、外国人市民に地域からの情報が伝
わりやすくなるよう支援していく必要があります。さらに、地域に対して多文化共生に関
する情報提供を行ったり、外国人雇用企業に生活習慣の理解を深めるための説明時間を設
けるよう依頼したりするなど、相互理解を促進していくことが必要です。外国人総合窓口
で地域からの外国人市民に関する相談を受け付けていることを地域へ積極的に発信し、地
域が相談しやすい体制を整えていくことも求められます。こうした取組により、外国人市
民の地域における防災訓練など防災活動への参加促進を支援していきます。
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◇施策目標 4-（2）地域活動への参画と相互理解の促進

施策の方向 具体的施策

①地域活動の情報提供
ア　外国人市民の自治会活動参加の促進

外国人総合窓口等において、外国人市民に対し、自治会活動
への参加を促す情報の提供を行います。

②地域における多文化
　共生のための支援

ア　自治区等地域や事業者等への情報提供及び協力の依頼
自治区や事業者等に対し、多文化共生に関する情報の提供を
行います。また、生活習慣の理解等を深めるため、協力の依
頼を行います。

イ　自治区等が発信する情報の多言語化
自治区等が発信する情報を翻訳して提供します。

ウ　外国人市民に関する相談の受付
外国人総合窓口等で外国人市民を受け入れる地域の困りごと
について、相談を受け付けます。

エ　外国人市民の地域における防災活動参加促進の支援
地域での防災訓練や防災教室等への外国人市民の参加につい
て支援します。

重　点　項　目
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